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経営一言：高齢者の自立心だ。むやみに若い連中との連帯は求めない。肉親や家族にも

すがらずに生きる。配偶者がいる場合も、できる限り自分の面倒は自分で見る。「独りで生

き、独りで去っていくことの幸せを自分で自分につくるしかない」 

（作家 五木 寛之 「玄冬の門」より） 

－所長コメント：何事も、最終意思決定はトップの判断となります。合意はある意味責任逃

れです。頼りになるのは自分自身です。強い信念を持ち、迷わず実行することです。－ 

 

 

ＫＮＣ ＮＥＴＷＯＲＫ ＮＥＷＳへのご意見・ご質問・ご感想は 

０６－６３０４－７８５７ または ｋａｉｋｅｉ＠ｋｎｃｃ．ｃｏ．ｊｐ  

までお寄せください。 

少額減価償却資産  《税務》 

 ３０万円未満の資産購入費の全額を損金に算入できる少額減

価償却資産の特例が２０１８年度税制改正で延長され、２０年３

月３１日まで利用できることとなりました。年間の取得金額の上限

は３００万円。事業年度が１年に満たないときは、３００万円を１２

で割り、これにその年度の月数を掛けた金額とします。対象は、

青色申告する従業員１０００人以下の中小企業者です。 

 中小企業庁の調査によりますと、この特例を利用した中小企業

のうち、半数以上はパソコンを取得しています。情報機器や事務

処理ソフトウエアなどの関連設備も含めれば約７割に達するとい

います。 

 なお、２０万円未満の資産に認められている「３年均等償却」で

は、１８万円のパソコンであれば、損金経理できる年６万円を３年

に分けて償却します。少額減価償却資産の特例に定められてい

る年間の取得金額の上限（３００万円）はありません。また、取得

価格が１０万円未満のものは全額損金算入が認められていま

す。 

 

源泉所得税の納期特例、法人成りの際の注意点  

                             《税務》 

 源泉所得税の納期の特例は申請の翌々月の納付から適用さ

れるので、翌月納付分は本来の納付期日に則り「翌月１０日」ま

でに納付します。 

 源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月１０日までに

税務署に納付することになっていますが、「納期の特例」を利用す

ると年に２回、半年分をまとめて納付することが出来ます。特例を

利用した際の納付期限は、１～６月分の源泉徴収は７月１０日、７

～１２月分の源泉徴収分は翌年１月２０日です。 

 法人成りが２月１日だとすると、個人事業で特例を使わなくなる

旨の届出と、法人で特例を使う旨の届出を２月に提出することに

なります。個人の時の１２月分の給料支払い分までは半期分とし

て１月２０日までに納付しているはずですが、１月支払い分（２月

納付分）は残っているので、２月１０日に納付する必要がありま

す。 

 そして法人の源泉所得税については、納期の特例が適用され

るのは申請の翌々月からなので、適用前の２月支払い分（３月納

付分）は３月１０日までに納付しなければなりません。 

 

散歩の目的と効用  《経営》 

皆様は、散歩をいつどこで何のために行いますか。一般に、散

歩の習慣がある人は、健康や気晴らしを目的に、住まいや勤務

地の周辺を散歩するものです。私には、住まいや勤務地の周辺

でもしますが、意識して散歩する場所があります（観察と称してい

ます）。 

例えば、仕事があって訪ねた駅周辺や観光地等であれば、時

間の許す限り商店街や寺社等を散歩します。日頃繰り返し車で通

過している商店街であっても、知らなかった店舗の看板類や商品

等に散歩して初めて気づくことが珍しくありません。特に、そこで

働く店員やお客の表情や動作が観察出来て、商店街の盛衰や特

徴も分かるものです。単なる気まぐれだけの目的ではなく、時間

があれば工業団地や商業団地（各種市場）等の中も散歩してみ

ると面白いものです。意外な場所に有名メーカーの工場があった

り、某工場から出て来る社員が見知らぬ人（例えば私）に礼儀正

しく挨拶をしたりと、その見聞の価値は大きかったりします。これ

まで散歩の途中で、運良く工場見学をしたこともあります。散歩の

目的や場所は各人異なりますが、時に場所や目的等を変えてみ

れば、予想外の見聞のチャンスになるかもしれません。 

 

利子税と似て非なる延滞税  《税務》 

 所得税の納付は申告と同時期の２月１６日～３月１５日に行うこ

とになっています。税金の納付が遅れると、法定納期限の翌日

から納付日までの日数に応じた額の「延滞税」がかかります。た

だし、法定申告期限である３月１５日（振替納税は４月２０日）まで

に納付税額の半額以上を納付すれば、残りの税額の納付を５月

３１日までに「延納」が認められます。延長すると期間に応じて

「利子税」が必要になります。 

 延滞税の利率は、納期限から２カ月以内は年２．６％（平成３０

年。２９年は２．７％）、２カ月経過後は年８．９％（同９．０％）。一

方の利子税は年１．６％（平成３０年。２９年は１．７％）となってい

ます。 

 納付が遅れたときにかけられる延滞税は、延納の際の利子と比

べて高く設定されています。これは、法に則って納税時期を先延

ばしする人が課税される利子税と違い、延滞税は法で定めた期

限に納付しなかったことい対するペナルティーとして支払うもので

あることから高い税率が設定されています。 

 なお、法人税の後払いでも延滞税や利子税が掛かり、延滞税は

損金化が認められてない一方、利子税の支払いは会社の損金に

なります。 

 

気になる記事：楽天、損保に参入。野村系を買収、顧客データ活用 

 楽天は野村ホールディングス（ＨＤ）傘下の損害保険会社、朝日火災海上保険を買収する。４００億～５００億円を投じ、今夏をメドに完

全子会社化する。楽天が持つＩＴ（情報技術）や９０００万人超の顧客データを生かし、新しい保険商品を開発する。金融とＩＴを組み合わせ

た「フィンテック」の普及で、膨大な消費者データを持つネット企業が金融業界の一翼を担いつつある。楽天は２０１３年に生命保険事業に

参入。今回の買収で生損保を手掛ける体制になる。 

 


